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広報なごみ 

国民健康保険の加入や 
喪失の手続きは、 
速やかに行いましょう！！ 

●国民健康保険に加入される場合 
○会社の退職等により社会保険等の資格を喪
　失された方 
○社会保険等被扶養者の資格を喪失された方 
○転入者で前住所地で国民健康保険加入だっ
　た方 
○出生 

  ＊手続きに必要なもの 
●離職票または退職証明書、被保険者（被扶養者）
　資格喪失証明書 
●みとめ印鑑 
●年金証書（年金を受給されている方） 
●世帯に国民健康保険に加入されている方が
　いる場合は、国民健康保険証 
●年金手帳（※同時に年金手続きも行いますの
　で、ご持参ください。） 

 
●国民健康保険を喪失される場合 
○会社の社会保険等に加入された方 
○社会保険等被扶養者となった方 
○転出される方 
○死亡 

  ＊手続きに必要なもの 
●保険証（新規加入者全て）、被保険者（被扶養
　者）資格取得証明書 
●みとめ印鑑 
●国民健康保険証 
●年金手帳（※同時に年金手続きも行いますの
　で、ご持参ください。） 

問い合わせ先 
本　　庁　税務住民課国保年金係　内線519 
総合支所　税 務 住 民 課 住 民 係　内線752

■
お
詫
び
と
訂
正 

　
広
報
な
ご
み
12
月
号
の
８
ペ
ー
ジ
、和

水
町
立
病
院
外
科
紹
介
の
中
で
間
違
い

が
あ
り
ま
し
た
。関
係
者
の
皆
様
に
は
大

変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。お
詫
び

し
て
訂
正
し
ま
す
。 

 

●
訂
正
前
　
外
科
部
長
　
岩
永
裕
治 

　
　
　
　
　
　
　
← 

●
訂
正
後
　
外
科
部
長
　
岩
永
祐
治 

荒
・
玉
か
わ
ら
版 

荒
・
玉
か
わ
ら
版 

荒
尾
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
映
画
鑑
賞
会 

●
荒
尾
市 

■
映
画
タ
イ
ト
ル 

①『
俺
は
、君
の
た
め
に
こ
そ
死
に
に
い
く
』 

②『
東
京
タ
ワ
ー
　
オ
カ
ン
と
ボ
ク
と
、時
々
、

　
オ
ト
ン
』 

■
と
　
き 

　
２
月
24
日（
日
） 

●
開
場
９
時 

　
開
演
９
時
30
分
〜
11
時
54
分
・・・
①  

●
開
場
12
時 

　
開
演
12
時
30
分
〜
14
時
50
分
・・・
② 

●
開
場
15
時 

　
開
演
15
時
30
分
〜
17
時
54
分
・・・
①  

●
開
場
18
時 

　
開
演
18
時
30
分
〜
20
時
50
分
・・・
② 

■
料
　
金 

　
１
日
通
し
券（
当
日
券
） 

　
ペ
ア
券
１
、８
０
０
円（
前
売
の
み
） 

　
大
　
人
１
、１
０
０
円（
１
、３
０
０
円
） 

　
高
校
生
以
下
６
０
０
円（
８
０
０
円
） 

　
65
歳
以
上
９
０
０
円（
１
、０
０
０
円
） 

問
い
合
わ
せ
先 

　
荒
尾
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー 

　
�
０
９
６
８
・
６
６
・
４
１
１
１ 

 

肥
後
国
西
安
寺
五
輪
塔
群
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

〜
郷
土
の
歴
史
が
今
明
か
さ
れ
る
〜 ●玉

東
町 

■
と
　
き 

　
３
月
２
日（
日
） 

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時 

■
と
こ
ろ 

　
玉
東
町
中
央
公
民
館（
大
研
修
室
） 

■
内
　
容 

　
熊
本
大
学
名
誉
教
授
工
藤
敬
一
氏
に
よ

る
基
調
講
演「
九
州
に
お
け
る
相
良
氏
の
広

が
り
」、パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
拓

本
・
系
図
等
の
展
示
も
あ
り
ま
す
。興
味
の

あ
る
方
は
是
非
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ
先 

　
玉
東
町
社
会
教
育
課 

　
�
０
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・
３
６
０
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シ
ル
バ
ー
１
１
０
番 

●
熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団 

　
高
齢
者
の
方
や
そ
の
家
族
が
抱
え

る
様
々
な
心
配
事
や
悩
み
事
の
相
談

に
お
応
え
し
、
明
る
く
健
や
か
な
老

後
生
活
を
応
援
し
ま
す
。 

①
一
般
相
談 

セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
が
生
活
全
般
の

些
細
な
事
で
も
お
受
け
し
ま
す
。 

②
専
門
相
談 

一
般
相
談
で
解
決
が
困
難
な
場
合
は

専
門
の
相
談
員
が
お
受
け
し
ま
す
。 

▼
法
律
相
談
　
扶
養
関
係･
遺
産
相
続

な
ど
の
法
律
問
題
に
つ
い
て
弁
護
士

が
応
じ
ま
す
。 

▼
税
金
相
談
　
相
続
税
・
贈
与
税
な

ど
の
税
金
問
題
に
つ
い
て
、
税
理
士

が
応
じ
ま
す
。 

▼
医
療
相
談
　
身
体
や
心
の
悩
み
、

病
気
の
予
防
、
健
康
な
ど
に
つ
い
て
、

医
師
が
応
じ
ま
す
。 

▼
住
宅
相
談
　
高
齢
者
に
適
し
た
住

宅
新
築
・
改
築
な
ど
１
級
建
築
士
が

応
じ
ま
す
。 

＊
専
門
相
談
は
、
事
前
に
予
約
が
必

要
な
相
談
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
気

軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

受
付
時
間 

午
前
９
時
〜
午
後
４
時 

（
月
曜
日
〜
金
曜
日
、
第
１
日
曜
日
） 

※
祝
日
は
除
く 

そ
の
他 

相
談
は
無
料
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。 

相
談
先 

熊
本
市
南
千
反
畑
町
３
‐
７ 

熊
本
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階 

�
０
９
６
・
３
２
５
・
８
０
８
０ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

http://w
w
w
.saw
ayaka.or.jp


